
1.　はじめに

オバマ政権が誕生して 6 年が経過したが、教育
政策よりも経済政策、アフガニスタン・イラク撤
退問題、社会保険改革などが優先された(1)   。その
ため連邦政府では、1965 年に成立した「初等中等
教 育 法（Elementary and Secondary Education 
Act of 1965、以下、ESEAとする）」の最新版であ
る「どの子どもも落ちこぼさない法（No child 
left behind Act of 2001、以下、Nclb とする）」
の改定期限が迫っていたが、ブッシュ政権下（第
43 代）の 2006 年度議会以来から審議されている
ものの 2014 年度に至っても再改定されていな
い(2)。

それでもオバマ政権は Nclb の再改定に先鞭
をつける政策として 2009 年の「アメリカ再生・
再投資法（American Recovery and Reinvestment 

Act of 2009、以下、ARRAとする）」において「頂
点への競争（Race to the top、以下、Rttt と
する）」と呼ばれる学力向上を目指す政策が実施
されている(3)。

Nclb においては、学力テストによるアカ
ウンタビリティを求め、学力改善が見られない
場合は学力不振校として認定され、「制裁処置

（Sanction）」として学力不振校に通う子どもの親
への告知義務と学校を選択する権利を与えるこ
と、また、学力不振校を「代替的な学校に再開校

（alternative governance）」することなどが求め
られている。

しかし、厳格なアカウンタビリティを求める
Nclb については批判が多くあり、修正が求め
られていた。本稿では、Nclb の再改定過程を
考察することでオバマ政権の教育政策を明らかに
し、アメリカ教育制度の特質である「連邦主義
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（federalism）」の問題を考察したい。

2.　NCLBへの批判

Nclb については、①連邦政府の主導性が多様
な民主的なあり方を阻害し、集権的な統制となっ
ている(4)、②画一的なアカウンタビリティはマイ
ノリティーの子どもたちを失敗するように仕向け
ている(5)、③アカウンタビリティを達成するのに
必要な財政上・教育上の支援策がない(6)、④アカ
ウンタビリティによる制裁処置が機能しておら
ず、教育改善に結びついていないという批判があ
る(7)。当初からNclbについて反対していた人々
だけでなく、Nclb を支持してきた保守派や経済
界さえも批判している。

ブッシュ政権（第 43 代）を批判して誕生した
オバマ政権であるが、教育政策については濱元伸
彦が指摘するように基本的な枠組みを継承し、む
しろアカウンタビリティの追及を精緻化させてい
る(8)。しかも、篠原岳司が、Rttt 政策は補助
金を競争的資金として提供することで連邦政府か
らの政策誘導を行い、州知事と市長のリーダー
シップと民間教育産業・教育 NPO の積極的関与
に基づく企業ガバナンスのモデルが想定されてい
ると分析している(9)。

この点から言えば、世取山が新制度経済学派の
理論が応用され、「〈国家による競争の組織―サー
ビスを提供する組織の階層化―高いパフォーマン
ス〉という規範的な議論が展開される」と述べる
ように(10)、Nclb に代表される「スタンダード
に基づく改革」は、「主人 ‒ 代理人」論ないし、
インセンティブ理論を下敷きとして、「主人」が
スタンダード（基準）の設定を通して、受給者で
ある「代理人」を統制し、主人の意思を貫徹させ
ている。

具体的には、連邦政府がスタンダード・カリ
キュラムを設定し、学力テストによるアカウンタ
ビリティを求め、達成できない場合は介入処置を
行うという政策枠組みを州に求めることで、教育
改善を生みだそうとする単純化された政策論理に
よって全体を規定しているということができ
る(11)。

しかしながら、エルモアが指摘するように伝統
的な学校の制度構造は教育の核心部分である授業
改善については、最小の単位である教室と教員が
重要な要素となっており、容易に外部から影響を
受けない構造を持っている(12)。そのため結局の
ところ、「スタンダードに基づく改革」では授業
改善のプロセスは現場の裁量に任せられ、イン
プットとアウトプットしか直接的に注目されない
ために、教育の質の向上に寄与する改革を成功さ
せるのを難しくさせている。

しかし、そこにはアメリカ教育制度の特質も影
響を与えている。アメリカにおけるアウトプット
規制は、単に教育の市場化や成果重視だけでな
く、連邦政府の限定された権限の中での、連邦政
府が教育政策に関与できる便利なツールであった
といえる(13)。

もともとアメリカは「連邦主義」の理念によ
り、連邦政府が外交などを管轄し、内政は州の
管轄として明確に権限が分かれて成立した。
しかし、ニューディール期以降、内政分野に
おいても連邦政府は関与し、「協調的連邦主義

（cooperative Federalism）」として、連邦政府と
州政府は内政分野において重複するように管轄し
ている。教育政策も 1965 年の ESEA によって関
与することになり、アメリカの「連邦主義」の理
念は変容し、連邦政府が州政府の領域に関与する
ことになった。

特に、連邦政府の教育政策での影響力の拡大は
アウトプット規制により具体的な教育政策に関与
しないという名目のもとに、90 年代に入ってか
ら拡大した。連邦政府は教育目標を定め、達成し
ない場合の介入する政策枠組みを求めるが、具体
的な政策内容は各州に任せている。

したがって、州と地方学区中心の制度構造は、
現在も維持されている。例えば、Nclb ではスタ
ンダードの具体的な内容については各州・各学区
に任せられているため、州によっては意図的にカ
リキュラムやテスト水準を下げて、制裁処置の実
施を避けていた(14)。

例えば、「全米学力調査（National Assessment 
of National Progress、以下、NAEP とする）」の
成績と Nclb によって行われている各州の学力
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テストの成績を比較したところ、2007 年の第 4
学年の読解テストでは 31 州が NAEP の基礎レベ
ル以下を「習熟 (proficient）」レベルと設定して
いたことが明らかにされた(15)。

その理由の一つには、Nclb の政策目標があま
りに非現実的であったためでもある。Nclb では
2014 年までに各州が設定した教育到達目標であ
る「習熟」レベルまでに、すべての子どもが到達
することを目標にしていた。しかし、厳格な基準
を設定すれば、それだけ州は制裁処置として様々
な改善施策を行わなければならず、州と地方学区
に真面目に教育改革に取り組むことを阻害させて
いた。結局のところ、Nclb のアカウンタビリ
ティはインプット - プロセス規制からアウトプッ
ト規制への転換が目指されたが、実態は結果の要
件を満たすようにデータを集めて報告されるだけ
でインプット・プロセス規制の慣行が拡大しただ
けであったとさえいえる(16)。

そこでオバマ政権においては、アカウンタビリ
ティの体系的なメカニズムの見直しが行われた。

3.　オバマ政権の教育政策

オバマ政権では Nclb の再改定のモデルケー
スとして、ARRA において教育関連政策に 974
億ドルもの予算をつけて、その中のプログラムの
一つとして Rttt 政策による競争的資金を設定
した。Rttt 政策では連邦政府の教育改革のア
ジェンダに同意する州が申請を行い、最善の申請
書を出した州に競争的資金が配分されるというも
のである。2010 年の 5 月に第一期の採用結果が
発表され、テネシー州とデラウェア州が資金を獲
得した。また、2010 年の 8 月に第二期の結果が
発表され、フロリダ州などの 9 州とコロンビア自
治区が獲得した。その後の第三期では、アリゾナ
州やケンタッキー州などの 7 州が獲得し、最終的
には、21 州とコロンビア自治区が Rttt 政策の
競争的資金を獲得した。

Rttt 政策が州に課している政策は３つあ
る。一つは厳格なスタンダード・カリキュラムと
アセスメントを設定すること、もう一つは能力の
高い教員を確保すること、最後に、学力不振学区

および学力不振校の是正政策を具体化することで
ある。

例えば、連邦政府は、数学と英語の２教科に「共
通カリキュラム（common core curriculum）」を
設定し、アメリカ史上初めて準ナショナル・スタ
ンダードを誕生させた。もちろん「共通カリキュ
ラム」といってもガイドラインに留まり、2011
年度時点では 45 州で採用されているものの、最
終的な決定は各州に任せられている。また、「共通
カリキュラム」は、「州教育長級会議（the council 
of chief State School Officers）」と「全米知事会

（National governors Association）」での議論を
受けて、それを連邦政府が後押しするというプロ
セスで成立し、連邦政府が単独で作ったものでは
ない。

さらに、州のカリキュラムは「共通カリキュラ
ム」を参照して独自に作られ、連邦政府が補助金
を出している二つの認可団体である「カレッジと
キャリアに向けたレディネス・アセスメントのため
のパートナーシップ（Partnership for Assessment 
of Readiness for college and careers 以下、パーク
とする）」と「スマーター・バランス・アセメント・
コンソーシアム（Smarter balanced Assessment 
consortium 以下、スマーターバランスとする）」に
よって認定を受ける。

今まで州で設定したカリキュラムと比較して特
徴的なのは、アセスメントの議論とセットで計画
されている点にある。「パーク」も「スマーター
バランス」も学年末に行われる総括的評価ととも
に、年度途中で行われる形成的評価を計画してお
り、しかも、総括的評価には何らかのパフォーマ
ンス評価が含めることが目指されている。「パー
ク」には、教育学者のダーリング−ハモンド

（linda darling-hammond）がアドヴァイザーと
してコミットしているように単純にスタンダード
を設定し、評価するというサイクルから、校長や
教員が授業改善に寄与できるように配慮されたカ
リキュラムとアセスメントのサイクルが意図され
ている(17)。

例えば、スタンダードと同様に画一的な学力評
価が問題とされたアセスメントでは、「成長度評
価（growth model）」が導入されている。Nclb
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の学力テストの結果では都市部貧困地域では教育
改善努力を行い、子どもが学力向上してもなお、
州が設定した教育目標を達成しない場合があっ
た。そこで学力テストの結果を過去の同じ学年の
生徒の成長度と、当該年度の学年の成長度を比較
して、個々人とクラスの教育効果を評価するとい
う方式へと変えられた。この方法も各州によって
異なるために留意が必要だが、画一的な学力テス
トによる評価から各学校と教員の教育効果を評価
しようと考えられている。

しかし問題となるのは、こうして明確になっ
たアセスメントを通して教員評価を行い、「メ
リット・ペイ（merit pay：業績給）」の導入や、
場合によっては「テニュア（tenure：終身雇用
資格）」を剥奪する政策も導入されている点であ
る。さらに、学区・学校自体の介入政策も具体化
され、学区が継続的に学力不振である場合は、
州や「教育管理団体（Education Management 
Organizations）」の管理下に転換され、学校が学
力不振校である場合は「転換校（turn around）」
として教育効果を上げているチャータースクール
などに転換するという政策が進められている。

Nclb でも同じように制裁処置が設定されてい
たが、学校選択をする権利などが代表的なように
実際にはあまり行われなかった政策もあっ
た(18)。そのため Rttt 政策では、よりラディカ
ルな介入政策が求められた。

4.　停滞する政治と止まらない改革

ESEA の再改定を通して連邦政府の教育政策
は、州の自治領域に関与するようになり、Nclb
では連邦政府の教育政策の影響力が、州の教育政
策に大きな影響力を与えるようになった。しかし
一方で、マナが「権威の借用」と表現した連邦政
府と州政府の協調的な政策基盤は、教育改革を実
施したい州知事と連邦政府が利害を合致させて、
相互に依拠することで成立したものであった(19)。

依然として州の自治権は強く残っており、教育
政策においては州と地方学区が権限を持ってい
る。したがって、連邦政府の権限が拡大したと
いっても集権的な構造ができあがったわけではな

く、州の同意がなければ、政策実施が怪しくなる。
実際に Nclb の成立以降、連邦と州の協調的

な連帯は、はやくもきしみはじめる。例えば、ミ
シガン・テキサス・バーモント州にまたがる 9 つ
の学区が原告となり、連邦政府が補助金以上の負
担を複数の学区に強制していると訴えたポンティ
アック学区等対合衆国教育省長官の裁判であ
る (20)。 こ の 訴 訟 は「 無 財 源 命 令 禁 止 法

（unfunded Mandated Reform Act of 1995）」で
明記されるように、州と学区が自らの財源負担に
よって連邦政府の政策を行うことを連邦政府が十
分に説明できていないとして、Nclb の命令の無
効性を訴えた判決である。

ポンティアック判決では、一審の判決は原告側
の敗訴となったが、2008 年 1 月 7 日に出された
第 6 巡回裁判所での二審では Nclb における連
邦政府の命令は州が財政的に追加的に負担しなけ
ればならない部分については従う必要がないとい
う原告側の訴えを認める判決が下された。そし
て、重要案件のために二審判決を無効にし、16
名の全裁判官（EN bANc）で再審理された。そ
の結果、2009 年 10 月 16 日に評決が 8 対 8 の同
数となったため、規定により一審の判決が採用さ
れ、原告が最終的に敗訴した。結果としては敗訴
となったが、Nclb の実施を拒絶しようとする州
がではじめ、再改定の際に訴訟リスクを回避する
ことが求められた。

もともと共和党は、教育政策は各州の専権事項
であると考えているために、Nclb は連邦政府
の介入であるととらえていた。したがって、共和
党は Nclb に対しては学校選択や教育の質の向
上といった観点から同意するが、それ以外の連邦
政府の権限拡大に対しては反対を表明した。民主
党は連邦政府による再配分政策には同意するが、
Nclb が教育の質の向上や教育の格差の是正には
寄与しないとして批判するようになった。Nclb
への超党的な合意が崩れたことで、再び従来の民
主党と共和党の対立へと戻っていった。

Nclb は 2002 年 1 月に成立し、2003 年度から
本格実施となっていくが、2007 年度で 5 年目と
なり、法的な期限を迎えるために 2006 年度議会
から再改定に向けた議論が活発になっていく。そ
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の中で注目すべき動向を見せるのが経済界と州知
事である。

アスペン財団（Aspen institute）が「Nclb 委
員会（the commission on No child left behind）」
を作り、2007 年の 2 月13 日に Nclb の再改定に
向けたレポートを発表した(21)。この委員会には、
ビル・ゲイツ財団などのシンクタンクの関係者と
ともに、アメリカの有名企業の cEO などが参加
した。このレポートでは、Nclb に①高校卒業試
験の導入、②学力試験の全米統一モデルの設定、
③教員の「高い資格を持つ教員（high Qualify 
teacher）」の基準に、学習効果をあげているかの
評価基準を導入すること、④ AyP の下位 10％を

「学力不振校」とすること、⑤「成長度評価」の
導入、⑥障害児のためのルールの設定、⑦校長職
の新しい基準を作ることが提言されている。

これらの提言の多くは、後で述べる 2009 年に
成立した ARRA の一環で成立した Rttt 政策の
基本方針となっている。Rttt は競争的資金で
あり、その申請にあたっての評価基準は大きく５
つの項目に分かれている。それは①州の学力達成
にむけた条件整備、②「共通カリキュラム」の採
用と厳格なアセスメントの実施、③教育支援のた
めのデータシステム構築、④優秀な教員とリー
ダーの養成、⑤学力不振校への介入・再開校であ
る。詳細な点では異なることはあるが、政策の基
本的な方針とアスペン財団の報告書はほとんど同
じである。

ただし、この時、ペトリーニ（Michael Petrilli）
が、この報告書の提案は「連邦政府の役割を飛躍
的に拡大させる」と批評したように(22)、その実現
性には大きなハードルがあった。2007 年度で法
的期限を迎えた Nclb であるが、毎年度の「年
度予算案（Appropriation bill）」で承認されつづ
け、2014 年度議会においてまでも、Nclb は再
改定されていない。それは民主党と共和党も双方
に妥協できなくなったためである。

さらに、経済界は学力向上の懸念から改革を進
めたいと考え、それとは別に教育界は政策の現実
的な実施を求め、それぞれの利害関係者が合意で
きる基盤が失われた。そして、そこでは連邦と州
の権限関係も問題となる。州の政治は共和党、民

主党に関係なく、各州の政治文化と州知事の姿勢
により異なる。

だが、ARRA 法の一環で成立した Rttt 政策
によって、Nclb が再改定されないままに、こ
のレポートで書かれていることが現実化していっ
た。マノが述べたように、連邦政府と州政府は

「権威の借用」と呼ぶような相互依存的関係をも
とに成立しているのだが、政治的な対立関係が埋
まらないままに、なぜ政策が進展しているだろう
か。

5.　政治的なリーダーシップの不全

Nclb の成立に際しては、ビッグ４と呼ばれた
上院と下院の民主党・共和党、各党のベテラン議
員が中心となって成立に寄与した。下院では共和
党のジョン・ボーナー（John A. boehner）と民
主党のジョージ・ミラー（george Miller）、上院
では共和党のジャッジ・グレッグ（Judd gregg）
と民主党のエドワード・ケネディ（Edward M, 
kennedy）である。この 4名の超党派的な合意は
Nclb の成立を実現させる原動力となったが、そ
れがはやくも Nclb の再改定の当初からつまず
いた。

2007 年度議会ではミラーが「たった一度の、
一日だけのテストで学校の成功と失敗を評価でき
ない」と述べ(23)、今まで同意してきたアカウン
タビリティの要件の緩和を求めた。さらに、改定
案にあった教員の「メリット・ペイ」にも反対し
た。ミラーの提案には、当然ながら厳格なアカウ
ンタビリティを求める経済界からも共和党からも
反対された。

2008 年度議会では、ボーナーとグレッグは連
邦議会教育委員から外れ、ケネディは健康問題
が浮上し、ビッグ４のうちの 3 人は再改定の議
論に参加できなかった。ケネディは、その後健
康状態が悪化し、2009 年 8 月に亡くなる。ケネ
ディは最後まで、2008 年の「高等教育法（higher 
Education law）」の成立に尽力するなど教育政
策を推進するキーマンであり続けたが、Nclb の
再改定の議論において影響力を発揮することはな
かった。2008 年の大統領選挙にともなう議会選
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挙で、現職の連邦議員が新しい議員と交代しこと
もあり、党派対立を調整するだけのリーダーシッ
プをとれるベテラン議員が少なくなり、政治的な
リーダーシップの不全を生みだした。

そこでビッグ 4 に代わって議論の中心になるの
は、オバマ大統領に任命された教育長官である
アーン・ダンカン（Arne duncan）である。も
ちろん、連邦議会には何人かベテランの議員たち
が残っている。例えば、1988 年の ESEA の再改
定で自ら名前を冠する法案があり、エドワード・
ケネディ亡き後の教育委員会のかじ取りを任され
たハーキン（tom harkin）や、元テネシー州知
事でブッシュ政権下の教育省長官であったレイ
マー・アレキサンダー（lamer Alexander）が上
院議員として在籍しているが、今日まで調整は失
敗している。

政治の停滞は、官僚側にとってみれば問題であ
り、ダンカンが就任する以前のブッシュ政権にお
いても、2008 年の 2 月に当時、教育省次官のメ
シ カ ン（douglas Mesecan） は「 も し 議 会 が

（Nclb の再改定を）前進させることができない
のならば、私たちは行政権限で行えることを取り
組むことになるだろう」と述べている(24)。

さらに、ニッタ（keith Nitta）が指摘するよう
に、例えば、ジャック・ジェニング ス（Jack 
Jennings）やクリストファー・クロス（christopher 
t. cross）のように長い間、連邦教育省で働いて
きた行政官が政策を支えるのではなく、教育や社
会政策を専門とする民間のシンクタンクや NgO
出身の行政官が、影響力を持ち始めたと指摘す
る(25)。ダンカンはシカゴ市の教育長を務めた人
物であるが、もともとは民間のシンクタンク出身

（エアリアル教育財団）で、教育制度の外側から
教育改革に関与してきた。その点で、新しい行政
官は実際の教育政策を知るというよりは、マネジ
メント論や組織論に基づき教育の変革を目指すと
いう点で共通している。新しい教育行政官は政策
の議論を積み上げて成立させるよりは、例えば、
ビル・ゲイツ財団は、チャータースクールへの競
争的資金をだし、教育政策への影響力を与えるよ
うにインセンティブや提言をすることで教育政策
を外側から方向づける手法に熟知していた。

ARRA は、オバマ大統領が 2009 年の 1 月 20
日に宣誓式を行ってから、わずか 1 か月も立たな
い2月13日に両議会で承認され、成立した。リー
マンショックの危機だったといえ、ボーナーは

「彼らは秘密裏に動いていた」と述べるよう
に(26)、最終的な原案が提示されてから 48 時間後
に可決されるという速さであった。議会では、共
和党から学校の建設に関わる予算の減額を求める
などの提案がなされたが、多くの法案の内容は議
論を経ないままに成立となった。また、法案自体
も Nclb と比較して詳細には規定されていな
かった。そのためダンカンを中心とする連邦政府
の教育行政官の裁量の余地が多くあり、Rttt
の詳細な規定は行政官の手にゆだねられることに
なった。

もう一つ、興味深いのは、アメリカでは
OEcd の指標や PiSA 試験などは、これまで議
論にされることは少なかったが、この時期から注
目されるようになった。これは政党間の対立を超
えて、合意を取り付けるときに OEcd の提言な
どを利用して自ら政策の合理性を説明しようとし
たためである。特に Rttt で導入が求められた
新しい試験は、PiSA 試験の影響がみられる。連
邦政府の政策についてマナが指摘した「権威の借
用」の理論からいえば、州と連邦が相互に権威を
借りるだけでなく、もう一つ上のレベルのグロー
バルな文脈から政策の支持を得ようとしたといえ
る。

具体的にはダンカンは、2010 年の 4 月にOEcd
のアンヘル・グリア事務総長（Ángel gurría）と
会談し、その中で 2009 年の PiSA 試験の結果から
アメリカの教育政策に何が必要か分析するように
依頼し、シュライハー（Andreas Schleiher）と
ホッパー（Richard hopper）が中心となって、
2010 年の 12 月に報告書が作られた(27)。この報告
書の副題には「アメリカに向けて PiSA からの教
訓（lesson from PiSA for the united States）」
とあるように、OEcd 側もアメリカをターゲッ
トに政策レポートを書くことで、OEcd が設定
したグローバルなスタンダードに応じるように方
向づけている。さらに、2011 年の 3 月には、
OEcd とともにアメリカで「教員の専門性に関
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す る 国 際 会 議（international Summit on the 
teaching Profession）」を開催している。ダンカ
ンは、連邦議会の反対や各州への説得材料とし
て、第２の「危機に立つ国家」のような政策の動
機づけを、OEcd に求めたといえる。

しかし、ARRA は成立できたとしても、10 年
以上にわたる施行実績のある Nclb は、すでに
様々な批判がなされ、OEcd のレポートにより
再び学力問題に注目を集めることができても、再
改定するのに必要な政治的な支持を得るのには困
難があった。

6.　NCLBの再改定

オバマ政権は、2010 年の 3 月 13 日になり、
Nclb の改定のブループリントを発表した。これ
は改定の原案であり、新しい評価システムと新し
い厳格な「共通カリキュラム」を設定することを
柱とした。2009 年に成立した ARRA を先行モデ
ルにブループリントとして発表し、その枠組みを
Nclb の再改定に盛り込む予定であった。

しかし、Nclb に対する批判から、大きな変更
は政治的には難しいものがあった。上院議員のア
レキサンダーは「私たちがするべきことは、
Nclb の問題点を修正するために、合意できるい
くつかの問題にのみ、焦点を合わせることであ
る」と述べ(28)、大きな修正が政策合意を難しく
させると危惧し、小規模の修正、あるいは合意で
きるレベルの修正を求めた。

しかし、ARRA の枠組みは連邦政府の権限を
強くし、厳格なアカウンタビリティを求めるとい
う基本的なところから改定が必要であるという批
判から言えば小規模な修正だけでは不満足である
として合意ができず、かといって、大規模な修正
への支持も得られていない中で、Nclb 本体の再
改定の合意はできなかった。

さらに、3 年目となった 2011 年では、Nclb
の再改定法案は上院では承認されたものの、下院
で承認されることはなかった。アカウンタビリ
ティの要件をめぐっては、政治的な合意を得るた
めに緩和するなどの案が出されたが、厳格なアカ
ウンタビリティを維持したい経済界の反対もあ

り、合意を得ることはできなかった(29)。
この状況の中で差し迫った問題として、Nclb

の政策目標である全生徒が 100％習熟レベルに到
達する期限が 2012 年となっており、このままい
けば多くの学校が政策目標を達成できずに「学力
不振校」として認定されかねないという問題が現
実のものとなる事態がでてきた。つまり、多くの
州では厳格な基準が適用されれば州内の過半数の
公立学校が「学力不振校」として認定されてしま
う。もちろん、Nclb の政策目標は、当初から実
現可能な目標ではないが、Nclb の再改定の中
で修正される予定のものが修正されず、法的に矛
盾を抱えることになった。そこで Nclb の要件
を行政上の権限で、つまり教育省長官（ダンカン）
の権限で「免除（waiver）」の認可をすることが提
案された。

この状況は 2012 年度議会でも変わらなかっ
た。そこで問題となるのは、議会での同意を得ず
して政策が継続するだけでなく、政策が Rttt
政策の競争的資金と Nclb の「免除」申請で変
わってくという点である。Rttt 政策による競
争的資金と Nclb の「免除」申請は、実質的に
は Nclb に代替する連邦政府の教育政策を州に
求めている。

ただし、「免除」という手法自体は新しいもの
ではない。他の連邦政府の政策においても各州の
実情に応じて政策規定の一部免除が行われている
が、「免除に条件を付け、政策全体に及ぶもの
は、具体的には、教育省が許可すれば州が猶予を
与えられるというのは、特殊である」と言われる
ように(30)、新しいものであった。

保 守 系シンクタンク（American Enterprise 
institute）の研究者であるフレデリック・ヘス

（Fredrick hess）も「（ダンカンと連邦教育省の手
法）これは勝利の一手である。政治的にいえば、
劇的な勝者である」と述べ、「Nclb のどこにも
州の規制緩和要求を引き換えに、教育省長官が好
きなように新しい規則を課しても良いなど書いて
ない」と指摘し、「学校改善を促進しようとする
場合に、新しい行政権限を持たせている」と批判
した(31)。

しかし一方で、ダンカンの政策が連邦政府によ
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る介入かと言えば、異なる点もある。それは政策
の基本方針は州知事など積み上げの議論に基づい
ている点にある。冒頭で述べたように ARRA に
影響与えたレポートはアスペン財団から提案され
たものであるが、その提案されたものを中心に
2009 年に「全米知事会」と「州教育長級会議」
の両団体合同の会議を開き、今後の再改定に向け
た方向性を共有してきた。しかも、この議論はオ
バマ政権が成立する前から行われており、オバマ
政権が進めたというよりは、ブッシュ（第41代）・
クリントン・ブッシュ（第 43 代）と続く政権下
で進められた教育改革の到達点といえる。その結
果、2012 年の時点で「共通カリキュラム」が 44
州で同意され、34 州で Rttt 政策と「免除」申
請にともない州の教育法が改正された。2013 年
には「共通カリキュラム」に同意する州が 45 州
までに広がり、同意していない州は 5 州だけと
なった。その 5 州は、テキサス、アラスカ、バー
ジニア、ミネソタ、ネブラスカの各州であっ
た(32)。

もちろん Rttt 政策の競争的資金を獲得した
フロリダ、ジョージア、インディアナ、ニュー
ジャージー、ニューメキシコ、オクラハマ、テ
ネシー州は、いち早く Nclb の「免除」許諾を
受けており、連邦政府の影響力が Rttt 政策と

「免除」申請を通して、与えていることは疑いが
ない。しかも、あくまで州の自発的な同意に基づ
いているという説明ができ、ポンティアック判決
で問題となったように、連邦政府が不当な命令を
しているわけではなく、州が連邦政府の政策に同
意して行っているという点を明確にしている。

だからこそ、実際の教育政策を施行するのは州
である点には注意が必要である。というのは、州
が自発的に同意したとしても、連邦政府の統制が
強すぎれば反動をうけ、Nclb と同様に骨抜き
化されて施行されるという問題が浮上する。福祉
政策と同様に、規制の最低限のルールを守りなが
ら施行するという「底辺への競争（Race to the 
bottom）」の再燃する可能性がある。

そして、Nclb の再改定を阻んでいる理由の一
つは、皮肉にも、こうしたやり方そのものが問題
として挙げられる。Nclb が再改定されずに行わ

れる Rttt 政策と「免除」申請は、保守的な共
和党を硬化させ、妥協の余地を失わせていく。そ
れだけでなく、現状としては影響力を与えている
ために、Nclb 本体を改定する必要が、特にオバ
マ政権側にしてみれば、積極的にはなくなってし
まった。

オバマ大統領が再選された 2 期目の 1 年目であ
る 2013 年度議会は、今までになく真剣に再改定
が議論できる素地があった。Rttt 政策に採用
された州で、Rttt 政策が実施されていき、ま
た、Nclb の「免除」申請の許諾もワシントン
d.c と 37 州で承認された。2013 年 6 月 12 日に
は上院で S1094 法案が可決され、2013 年の 6 月
19 日に下院で hR5 法案が可決され、いよいよ上
院と下院で双方の法案内容が調整できれば成立す
るところまで進んだ。

しかし、上院は民主党が支配し、下院は共和党
が支配する中で可決された法案は、各院で超党派
間の合意をもって可決されたのではなく、各党に
寄った形での可決であったために、両院の合意に
は困難があった。それでも両法案とも、共通して
いる事項があった。それは連邦政府の権限の抑制
である。教育省が「免除」申請での許諾権を行使
することを禁止、あるいは財源のない連邦政府の
命令の抑制などを規定したものである。しかし、
これはホワイトハス側から反対されるものであっ
た。前述したとおり、ダンカンにとっては、両法
案に政権側の権限を抑制する、あるいは Rttt
政策や Nclb の「免除」申請で施行されている
ことを骨抜き化させるような再改定には同意がで
きなかった。

したがって、ダンカンにしてみれば、法案を可
決しない方が、現状の政治状況の中で自身の行い
たい政策が実施される、妥当な状況となる。さら
に、再改定する際に、新しい政策をいれようとす
れば、新しい財源が必要であるが、それはない。
そして、民主党内でも Nclb 路線を引き継ぎ修
正していきたいと考える議員とアカウンタビリ
ティやスタンダードではなく再配分政策を重視す
る議員との間で対立があり、共和党でも穏健派で
ブッシュ政権（第 43 代）からのアカウンタビリ
ティ政策を支持する議員と、草の根の保守運動で
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あるティーパーティ運動の支持をうけて大きな連
邦政府に反対する議員の間でも対立があった。

各議員の中で教育政策が合意できるパラダイム
を提供しているというよりは、論争的なパラダイ
ムであるという認識が増しつつあったといえる。

7.　おわりに：失われたパラダイム

「共通カリキュラム」は、Rttt 政策や Nclb
の「免除」申請よりも、長い期間をかけて議論さ
れてきたものであり、80 年代後半からはじまる教
育改革の到達点であるといってもよい。ナショナ
ル・スタンダードがなかったアメリカにおいて、
賛否はさておき、準ナショナル・スタンダードが
設定できるような条件がそろったといえる。

しかし、それは全米で教育内容がスタンダード
化されたという意味では時期尚早であり、州政府
が、どのように具体的に実施するのかを考える必
要がある。2014 年に入り、新たにオクラホマ、
インディアナ、サウスカロライナ州が「共通カリ
キュラム」から脱退すると表明しており、ルイジ
アナ州も、2014 年 7 月現在、脱退する準備を進
めていると表明した。ルイジアナ州は、「共通カ
リキュラム」に早くから参加を表明していたもの
の、州内の政治的な運動、特にティーパーティの
運動にともなう大きな政府への批判から参加を翻
した。また、オレゴン、コロラド、ミシガン、オ
ハイオ、ニューヨーク、ロードアイランド、コネ
チカット州とワシントン d.c. で「共通カリキュ
ラム」の実施を保留、もしくは遅らせると表明し
た。

このような反動は、Nclb でも見られた現象で
あるが、連邦政府の教育政策は州や国民的な議論
なしには支持されないということを端的に表して
いる。ダンカンの手法の問題の一つは、議会を迂
回した方法では、結局のところ支持を続けて受け
ることはできず、反動を受けるという点にある。
ARRA への予算支出も終わり、Nclb の「免除」
申請も終わったあとでは、新しく政策を推進させ
る動因がない。しかも、そこに政策自体の支持が
なければ、もはや州に、その実施の成否が任され
ているといえる。

現在のところ、「共通カリキュラム」を承諾し
ていない州は 9 州であり、それでも過半数の州
は、現在の枠組みで実施されている。しかし、こ
うした州が増えれば、その実施の際の州の裁量の
余地が増えていくことになる。

さらに 2014 年の 11 月に行われた中間選挙にお
いて、上院と下院の両方ともに共和党が過半数を
確保した。これによりオバマ政権の残り 2 年の任
期中に Nclb を再改定することは今まで以上に
難しくなった。

しかし、連邦主義は、もう一つの側面を見せる
ことになる。マディソンは「アメリカのように複
合的な共和国にあっては人民によって委譲された
権力は、まず二つの異なった政府（中央政府と地
方政府）に分割される。そのうえで、各政府に分
割された権力が、さらに明確に区別された政府各
部門に分割される。したがって、人民の権利に対
しては、二重の保障が設けられているわけであ
る。異なった政府がそれぞれ相手方を抑制しつ
つ、同時にその各政府が内部的に自分自身によっ
て抑制されるようになっているわけである」と述
べている（33）。

連邦政府の教育政策に進展がないとしても、そ
もそも教育政策は州の管轄であり、教育政策に積
極的な州知事のもとに教育政策が進む可能性があ
る。特に「免除」申請を認められた州が、連邦政
府の政策が行き詰ったこともあり、独自の教育政
策をできる余地が広がったともいえる。

Nclb の再改定の議論は、次の大統領選後を
目指して、各州で行われていく教育政策の経験か
ら進められていくことになるだろう。「連邦主義」
の構造は、集権的なトップダウンを行いにくい一
方で、連邦政府の不在にあっても州と地方学区を
機能させる構造を持っている。教育政策の主導権
は、今一度州に渡され、その成否が次の再改定の
議論の土台となる。
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